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(57)【要約】
【課題】設置現場での作業を簡略化することが可能な太
陽光発電パネルおよび当該太陽光発電パネルを用いた太
陽光発電装置の製造方法を提供する。
【解決手段】太陽光発電パネルは、各々が、受光量に応
じた電力を生成する複数の発電素子を含み、受光面を有
する複数の発電部と、各前記発電部を連結する連結部と
を備え、前記発電部は、前記連結部を回転軸として回動
可能に連結され、前記各発電部は、回動することにより
、前記各発電部の前記受光面が同一方向を向くように前
記各発電部が位置する受光位置と、前記各発電部の前記
受光面の組が対向するように前記各発電部が位置する折
り畳み位置とを取ることが可能である。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各々が、受光量に応じた電力を生成する複数の発電素子を含み、受光面を有する複数の
発電部と、
　各前記発電部を連結する連結部とを備え、
　前記発電部は、前記連結部を回転軸として回動可能に連結され、
　前記各発電部は、回動することにより、前記各発電部の前記受光面が同一方向を向くよ
うに前記各発電部が位置する受光位置と、前記各発電部の前記受光面の組が対向するよう
に前記各発電部が位置する折り畳み位置とを取ることが可能である、太陽光発電パネル。
【請求項２】
　前記太陽光発電パネルは、さらに、
　前記受光位置を復元するための復元機構を備える、請求項１に記載の太陽光発電パネル
。
【請求項３】
　前記太陽光発電パネルは、さらに、
　前記発電部を回動可能に支持するヒンジ部を備え、
　前記ヒンジ部は、前記連結部の側方に、前記受光位置における前記発電部の厚み方向に
沿って位置し、前記発電部を固定可能な複数の固定部を含み、
　前記発電部の前記受光面と反対の面側の前記固定部は、前記発電部の固定された状態を
解除することが可能である、請求項１または請求項２に記載の太陽光発電パネル。
【請求項４】
　前記太陽光発電パネルは、さらに、
　前記発電部を回動可能に支持するヒンジ部と、
　支え部材とを備え、
　前記連結部は、
　連結部本体と、
　前記連結部本体から上方または下方に伸びる突出部とを含み、
　前記突出部は、前記支え部材の第１端部を固定可能な第１の固定部を含み、
　前記発電部は、前記支え部材の第２端部を固定可能な第２の固定部を含み、前記支え部
材が前記第１の固定部および前記第２の固定部に固定された状態において前記受光位置を
取り、
　前記第１の固定部および前記第２の固定部のいずれか一方または両方は、前記支え部材
の固定された状態を解除することが可能である、請求項１または請求項２に記載の太陽光
発電パネル。
【請求項５】
　前記各発電部は、回動することにより、さらに、前記各発電部の前記受光面の組が反対
方向を向くように前記各発電部が位置する展開位置を取ることが可能である、請求項１か
ら請求項４のいずれか１項に記載の太陽光発電パネル。
【請求項６】
　各々が、受光量に応じた電力を生成する複数の発電素子を含み、受光面を有する複数の
発電部と、
　各前記発電部を、自己を回転軸として回動可能に連結する連結部とを含む太陽光発電パ
ネル、を備える太陽光発電装置の製造方法であって、
　前記発電部を回動させることにより、前記各発電部に、前記各発電部の受光面の組が対
向するように位置する折り畳み位置を取らせるステップと、
　前記各発電部が前記折り畳み位置を取る前記太陽光発電パネルを運搬するステップと、
　運搬した前記太陽光発電パネルを線状部材を用いて吊り上げて所定位置へ運ぶステップ
と、
　前記所定位置において前記線状部材の張りを緩めることで前記発電部を回動させること
により、前記各発電部に、前記各発電部の前記受光面が同一方向を向くように位置する受
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光位置を取らせるステップとを含む、太陽光発電装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽光発電パネルおよび太陽光発電装置の製造方法に関し、特に、折り畳む
ことが可能な太陽光発電パネルおよび当該太陽光発電パネルを用いた太陽光発電装置の製
造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　レンズ等を用いることによって太陽光を発電素子に収束させ、当該発電素子の発電効率
を高める集光型の太陽光発電装置の開発が行われている。集光型の太陽光発電装置は、た
とえば、高さ数メートルの支柱の先端に取り付けられた数百キログラムから数千キログラ
ムの重量を有する太陽光発電パネルを備える。太陽光発電装置は、当該太陽光発電パネル
を太陽の方向へ向ける制御を行うことにより、効率的に発電を行う。
【０００３】
　集光型の太陽光発電装置の一例として、たとえば、特許第３８７７６３７号公報（特許
文献１）には、以下のような技術が開示されている。すなわち、集光・追尾型太陽光発電
兼温水供給装置は、集光盤（２）と支持台部（３）から構成され、集光盤（２）は、枠底
板（２Ａ）と、枠底板の上面に積層された水流動用枠（２Ｂ）と、水流動用枠の上面に積
層されたソーラーセルシート（２Ｃ）と、ソーラーセルシートの上面に積層された空気流
動用枠（２Ｄ）と、空気流動用枠の上面に積層されたレンズ板（２Ｅ）から構成され、ソ
ーラーセルシートのセルが発する熱に対して水流動用枠（２Ｂ）に水あるいは冷却媒体を
供給するよう構成されていると共に、ソーラーセルシートのセルが発する熱を空気流動用
枠（２Ｄ）において外気により冷却するよう構成され、支持台部（３）は、集光盤（２）
を常時太陽に対して向いた状態で支持するよう構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３８７７６３７号公報
【特許文献２】特許第５４３７０２９号公報
【特許文献３】特公平７－４６７３３号公報
【特許文献４】実開平７－１４６５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　集光型の太陽光発電パネルは、たとえば、数十個から数百個の発電モジュールおよび各
発電モジュールを並べて固定するためのフレームを含む。また、太陽光発電パネルにおけ
る受光面は、たとえば、各辺が数メートルの方形である。このため、太陽光発電装置を設
置する場合に、組み立てた状態の太陽光発電パネルをトラック等によって工場から設置現
場に運搬することは困難である。したがって、太陽光発電パネルは設置現場において組み
立てられる場合が多い。
【０００６】
　しかしながら、設置現場において太陽光発電パネルを組み立てる場合、工場で組み立て
る場合に比べて、長い作業時間が必要となることが多いため作業コストが増大する。また
、太陽光発電パネルの組み立てにおいては、クレーン等の機材を用いる工程が多いため、
機材の調達コストも増大する。
【０００７】
　この発明は、上述の課題を解決するためになされたもので、その目的は、設置現場での
作業を簡略化することが可能な太陽光発電パネルおよび当該太陽光発電パネルを用いた太
陽光発電装置の製造方法を提供することである。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　（１）上記課題を解決するために、この発明のある局面に係る太陽光発電パネルは、各
々が、受光量に応じた電力を生成する複数の発電素子を含み、受光面を有する複数の発電
部と、各前記発電部を連結する連結部とを備え、前記発電部は、前記連結部を回転軸とし
て回動可能に連結され、前記各発電部は、回動することにより、前記各発電部の前記受光
面が同一方向を向くように前記各発電部が位置する受光位置と、前記各発電部の前記受光
面の組が対向するように前記各発電部が位置する折り畳み位置とを取ることが可能である
。
【０００９】
　（６）上記課題を解決するために、この発明のある局面に係る太陽光発電装置の製造方
法は、各々が、受光量に応じた電力を生成する複数の発電素子を含み、受光面を有する複
数の発電部と、各前記発電部を、自己を回転軸として回動可能に連結する連結部とを含む
太陽光発電パネル、を備える太陽光発電装置の製造方法であって、前記発電部を回動させ
ることにより、前記各発電部に、前記各発電部の受光面の組が対向するように位置する折
り畳み位置を取らせるステップと、前記各発電部が前記折り畳み位置を取る前記太陽光発
電パネルを運搬するステップと、運搬した前記太陽光発電パネルを線状部材を用いて吊り
上げて所定位置へ運ぶステップと、前記所定位置において前記線状部材の張りを緩めるこ
とで前記発電部を回動させることにより、前記各発電部に、前記各発電部の前記受光面が
同一方向を向くように位置する受光位置を取らせるステップとを含む。
【００１０】
　本発明は、太陽光発電パネルとして実現することができるだけでなく、太陽光発電パネ
ルを含む太陽光発電装置として実現することができる。
【発明の効果】
【００１１】
　この発明によれば、設置現場での作業を簡略化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電装置の斜視図である。
【図２】図２は、図１に示す太陽光発電装置の側面図である。
【図３】図３は、図１に示す太陽光発電パネルから発電モジュールを取り外した状態を示
す図である。
【図４】図４は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電パネルにおける太陽光発電
モジュールの構成を示す図である。
【図５】図５は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電パネルにおける太陽光発電
モジュールの、図４におけるＶ－Ｖ線に沿う断面を示す断面図である。
【図６】図６は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電パネルにおける片持ち梁の
構成を詳細に示す図である。
【図７】図７は、図６に示す片持ち梁を反対側から見た構成を詳細に示す図である。
【図８】図８は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電パネルにおける片持ち梁の
、図６におけるＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線に沿う断面を示す断面図である。
【図９】図９は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電パネルにおける連結部の梁
取付部の構成を詳細に示す図である。
【図１０】図１０は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電パネルの側面図である
。
【図１１】図１１は、図１０に示す太陽光発電パネルにおける連結部および片持ち梁の平
面図である。
【図１２】図１２は、図１０に示す太陽光発電パネルにおける連結部および片持ち梁の下
面図である。
【図１３】図１３は、本発明の第１の実施の形態における太陽光発電パネルの、ボルトＢ
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２を取り外した状態を示す側面図である。
【図１４】図１４は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電パネルにおける発電部
が折り畳み位置にある状態を示す側面図である。
【図１５】図１５は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電装置における調整機構
について説明するための図である。
【図１６】図１６は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電装置の組み立て手順の
一例を定めたフローチャートである。
【図１７】図１７は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電パネルにおける片持ち
梁が連結部に回動可能に取り付けられた状態を示す側面図である。
【図１８】図１８は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電パネルの斜視図である
。
【図１９】図１９は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電パネルがトラックによ
って運搬されている状態を示す図である。
【図２０】図２０は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電パネルがクレーン車に
よって吊り上げられた状態を示す図である。
【図２１】図２１は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電パネルの架台への取付
けおよび各発電部の受光位置への回動を示す図である。
【図２２】図２２は、図１５に示す調整機構の変形例の構成を示す図である。
【図２３】図２３は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電パネルにおいて、発電
部が展開位置を取る状態を示す図である。
【図２４】図２４は、図２３に示す太陽光発電パネルがクレーン車によって吊り上げられ
た状態を示す図である。
【図２５】図２５は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電パネルの架台への取付
けおよび各発電部の受光位置への回動を示す図である。
【図２６】図２６は、本発明の第２の実施の形態に係る太陽光発電装置の斜視図である。
【図２７】図２７は、図２６に示す太陽光発電パネルから発電モジュールを取り外した状
態を示す図である。
【図２８】図２８は、本発明の第２の実施の形態に係る太陽光発電パネルにおける片持ち
梁の構成を詳細に示す図である。
【図２９】図２９は、本発明の第２の実施の形態に係る太陽光発電パネルにおける連結部
の構成を詳細に示す図である。
【図３０】図３０は、本発明の第２の実施の形態に係る太陽光発電パネルの側面図である
。
【図３１】図３１は、本発明の第２の実施の形態に係る太陽光発電パネルにおける発電部
が折り畳み位置にある状態を示す側面図である。
【図３２】図３２は、本発明の第２の実施の形態に係る太陽光発電パネルの変形例の構成
を示す側面図である。
【図３３】図３３は、本発明の第２の実施の形態に係る太陽光発電パネルの変形例の構成
を示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　最初に、本発明の実施の形態の内容を列記して説明する。
【００１４】
　（１）本発明の実施の形態に係る太陽光発電パネルは、各々が、受光量に応じた電力を
生成する複数の発電素子を含み、受光面を有する複数の発電部と、各前記発電部を連結す
る連結部とを備え、前記発電部は、前記連結部を回転軸として回動可能に連結され、前記
各発電部は、回動することにより、前記各発電部の前記受光面が同一方向を向くように前
記各発電部が位置する受光位置と、前記各発電部の前記受光面の組が対向するように前記
各発電部が位置する折り畳み位置とを取ることが可能である。
【００１５】
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　このような構成により、各発電部を折り畳み位置に配置することで太陽光発電パネルを
コンパクトにすることができるため、たとえば、工場において組み立てられた太陽光発電
パネルを、各発電部を折り畳み位置に配置した状態でトラック等に積載し、太陽光発電装
置の設置現場へ搬入することができる。そして、設置現場においては、搬入された太陽光
発電パネルの各発電部を折り畳み位置から受光位置へ回動させることにより、太陽光発電
パネルを、各発電部が太陽光を受光可能な形状に容易に変形させることができる。このた
め、たとえば、太陽光発電パネルを構成する各部品を設置現場へ搬入し、当該設置現場に
おいて太陽光発電パネルを組み立てる場合に比べて、設置現場における作業工程を減らし
、作業時間を短くすることができる。したがって、設置現場での作業を簡略化することが
できる。
【００１６】
　（２）好ましくは、前記太陽光発電パネルは、さらに、前記受光位置を復元するための
復元機構を備える。
【００１７】
　このような構成により、たとえば、発電部を受光位置から折り畳み位置へ回動させて太
陽光発電パネルを運搬した後、発電部を容易に元の位置に戻すことができる。具体的には
、たとえば、発電部が受光位置を取っている状態において受光面の角度等を調整し、発電
部を受光位置から折り畳み位置へ回動させた後、発電部を、受光位置へ回動させて、受光
面が調整された状態に戻すことができる。
【００１８】
　（３）好ましくは、前記太陽光発電パネルは、さらに、前記発電部を回動可能に支持す
るヒンジ部を備え、前記ヒンジ部は、前記連結部の側方に、前記受光位置における前記発
電部の厚み方向に沿って位置し、前記発電部を固定可能な複数の固定部を含み、前記発電
部の前記受光面と反対の面側の前記固定部は、前記発電部の固定された状態を解除するこ
とが可能である。
【００１９】
　このように、太陽光発電パネルがヒンジ部を備える構成により、発電部を容易に回動さ
せることができる。また、連結部の側方に設けられた固定部を用いて、容易に、発電部を
受光位置において固定された状態としたり、発電部を回動可能な状態としたりすることが
できる。
【００２０】
　（４）好ましくは、前記太陽光発電パネルは、さらに、前記発電部を回動可能に支持す
るヒンジ部と、支え部材とを備え、前記連結部は、連結部本体と、前記連結部本体から上
方または下方に伸びる突出部とを含み、前記突出部は、前記支え部材の第１端部を固定可
能な第１の固定部を含み、前記発電部は、前記支え部材の第２端部を固定可能な第２の固
定部を含み、前記支え部材が前記第１の固定部および前記第２の固定部に固定された状態
において前記受光位置を取り、前記第１の固定部および前記第２の固定部のいずれか一方
または両方は、前記支え部材の固定された状態を解除することが可能である。
【００２１】
　このように、太陽光発電パネルがヒンジ部を備える構成により、発電部を容易に回動さ
せることができる。また、支え部材を突出部および発電部に固定することにより、発電部
を受光位置に容易に固定することができ、また、支え部材を突出部および発電部のいずれ
か一方または両方から取り外すことにより、容易に、発電部を回動可能な状態とすること
ができる。
【００２２】
　（５）好ましくは、前記各発電部は、回動することにより、さらに、前記各発電部の前
記受光面の組が反対方向を向くように前記各発電部が位置する展開位置を取ることが可能
である。
【００２３】
　このような構成により、太陽光発電パネルの運搬方法および設置方法を、使用する機材
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または周囲環境等の条件に合わせて柔軟に選択することができる。
【００２４】
　（６）本発明の実施の形態に係る太陽光発電装置の製造方法は、各々が、受光量に応じ
た電力を生成する複数の発電素子を含み、受光面を有する複数の発電部と、各前記発電部
を、自己を回転軸として回動可能に連結する連結部とを含む太陽光発電パネル、を備える
太陽光発電装置の製造方法であって、前記発電部を回動させることにより、前記各発電部
に、前記各発電部の受光面の組が対向するように位置する折り畳み位置を取らせるステッ
プと、前記各発電部が前記折り畳み位置を取る前記太陽光発電パネルを運搬するステップ
と、運搬した前記太陽光発電パネルを線状部材を用いて吊り上げて所定位置へ運ぶステッ
プと、前記所定位置において前記線状部材の張りを緩めることで前記発電部を回動させる
ことにより、前記各発電部に、前記各発電部の前記受光面が同一方向を向くように位置す
る受光位置を取らせるステップとを含む。
【００２５】
　このように、各発電部を回動させて折り畳み位置に配置することにより、太陽光発電パ
ネルをコンパクトにすることができるため、たとえば、工場において組み立てられた太陽
光発電パネルを、各発電部を折り畳み位置に配置した状態でトラック等に積載し、太陽光
発電装置の設置現場へ搬入することができる。これにより、たとえば、太陽光発電パネル
を構成する各部品を設置現場へ搬入し、当該設置現場において太陽光発電パネルを組み立
てる場合に比べて、設置現場における作業工程を減らし、作業時間を短くすることができ
る。また、太陽光発電パネルを吊り上げている線状部材の張りを緩めることで各発電部を
受光位置へ回動させることにより、各発電部が太陽光を受光可能となるように太陽光発電
パネルを変形させる作業時間を短くすることができる。したがって、設置現場での作業を
簡略化することができる。
【００２６】
　以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。なお、図中同一または相当
部分には同一符号を付してその説明は繰り返さない。また、以下に記載する実施形態の少
なくとも一部を任意に組み合わせてもよい。
【００２７】
　＜第１の実施の形態＞
　［構成および基本動作］
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電装置の斜視図である。図２は、図
１に示す太陽光発電装置の側面図である。図３は、図１に示す太陽光発電パネルから発電
モジュールを取り外した状態を示す図である。
【００２８】
　図１～図３を参照して、太陽光発電装置１０１は、太陽光発電パネル１２と、架台４０
とを備える。太陽光発電パネル１２は、発電部１１Ａ，１１Ｂと、連結部２０と、図示し
ない太陽方向センサ２５とを含む。
【００２９】
　発電部１１Ａは、片持ち梁３０Ａ１～３０Ａ３と、片持ち梁３０Ａ１～３０Ａ３の上部
に取り付けられた１６個の架け渡し部３５と、これらの架け渡し部３５の上部に取り付け
られた４行８列の発電モジュール１０つまり３２個の発電モジュール１０とを含む。
【００３０】
　発電部１１Ｂは、片持ち梁３０Ｂ１～３０Ｂ３と、片持ち梁３０Ｂ１～３０Ｂ３の上部
に取り付けられた１６個の架け渡し部３５と、これらの架け渡し部３５の上部に並んで取
り付けられた８行４列の発電モジュール１０とを含む。以下、片持ち梁３０Ａ１～３０Ａ
３，３０Ｂ１～Ｂ３の各々を片持ち梁３０とも称する。また、発電部１１Ａ，１１Ｂの各
々を発電部１１とも称する。発電部１１は、全体として板状である。
【００３１】
　架台４０は、制御盤４１と、支柱４８と、土台４６と、ローテーションヘッド４９と含
む。ローテーションヘッド４９は、仰角駆動部４２と、プッシュロッド４４と、方位角駆
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動部４５と、可動取付部４７とを含む。
【００３２】
　連結部２０は、発電部１１Ａおよび発電部１１Ｂを連結している。具体的には、連結部
２０は、たとえば、柱状であり、自己の長手方向に対して垂直な方向に並んで位置する発
電部１１Ａ，１１Ｂを連結している。
【００３３】
　連結部２０は、連結部本体２７と、複数の梁取付部２３とを含む。具体的には、連結部
２０において、梁取付部２３は、連結部本体２７の側面Ｆｓ１および側面Ｆｓ１の反対側
の側面である側面Ｆｓ２に３つずつ設けられている。片持ち梁３０Ａ１～３０Ａ３は、側
面Ｆｓ１に設けられた３つの梁取付部２３のそれぞれにおいて連結部本体２７に取り付け
られている。片持ち梁３０Ｂ１～３０Ｂ３は、側面Ｆｓ２に設けられた３つの梁取付部２
３のそれぞれにおいて連結部本体２７に取り付けられている。
【００３４】
　架け渡し部３５は、たとえば、棒状の部材であり、片持ち梁３０の上部に設けられてい
る。詳細には、片持ち梁３０Ａ１の上部に８個の架け渡し部３５の一方の端部が取り付け
られ、これらの架け渡し部３５の他方の端部が３０Ａ２の上部に取り付けられている。ま
た、片持ち梁３０Ａ３の上部に８個の架け渡し部３５の一方の端部が取り付けられ、これ
らの架け渡し部３５の他方の端部が片持ち梁３０Ａ２の上部に取り付けられている。
【００３５】
　また、片持ち梁３０Ｂ１の上部に８個の架け渡し部３５の一方の端部が取り付けられ、
これらの架け渡し部３５の他方の端部が３０Ｂ２の上部に取り付けられている。また、片
持ち梁３０Ｂ３の上部に８個の架け渡し部３５の一方の端部が取り付けられ、これらの架
け渡し部３５の他方の端部が片持ち梁３０Ｂ２の上部に取り付けられている。
【００３６】
　発電モジュール１０は、太陽光を受けて発電し、発電した電力である直流電力を制御盤
４１へ出力する。
【００３７】
　支柱４８は、たとえば地面ｇに設けられた土台４６に、地面に対して垂直に立てられて
いる。ローテーションヘッド４９は、支柱４８の先端に取り付けられている。制御盤４１
は、支柱４８における地面ｇから離れた位置に取り付けられている。
【００３８】
　ローテーションヘッド４９は、連結部２０の下面Ｆｂと支柱４８の先端とを連結し、制
御盤４１からの制御信号に基づいて、太陽光発電パネル１２の受光面の方向つまり受光面
の法線方向を太陽に向ける。そして、ローテーションヘッド４９は、当該受光面の方向が
太陽の動きに追従するように太陽光発電パネル１２の向きを制御する。
【００３９】
　具体的には、ローテーションヘッド４９は、発電部１１Ａの受光面ＦＬＡの法線方向お
よび発電部１１Ｂの受光面ＦＬＢの法線方向が太陽を向くように、太陽光発電パネル１２
の向きを制御する。
【００４０】
　より具体的には、たとえば、仰角方向に傾動可能な可動取付部４７が、連結部２０にお
ける下面Ｆｂの中央部に取り付けられている。プッシュロッド４４は、たとえば、仰角駆
動部４２の内部を貫通しており、先端が太陽光発電パネル１２に取り付けられている。仰
角駆動部４２は、たとえば、矢印Ａｐに示すように、プッシュロッド４４を太陽光発電パ
ネル１２の方向へ押し込むか、または太陽光発電パネル１２の方向から引き戻すことによ
り、太陽光発電パネル１２を仰角方向に駆動させる。
【００４１】
　また、方位角駆動部４５は、矢印Ａｒに示すように自己の上部のユニットを回転させる
ことにより、太陽光発電パネル１２を方位角方向に駆動させる。
【００４２】
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　図示しない太陽方向センサ２５は、太陽の方向を検知するために用いられ、検知結果を
示すセンサ信号を制御盤４１へ出力する。
【００４３】
　制御盤４１は、たとえば、各発電モジュール１０から受けた直流電力を交流電力に変換
するパワーコンディショナ、および太陽光発電パネル１２の角度を制御するための制御ユ
ニット等を含む。制御ユニットは、たとえば、太陽方向センサ２５からのセンサ信号に基
づいて太陽の位置を判断し、判断結果に基づいて、ローテーションヘッド４９へ制御信号
を出力する。
【００４４】
　太陽光発電パネル１２の、片持ち梁３０の長手方向の長さＬ１は、たとえば５ｍである
。太陽光発電パネル１２の、連結部本体２７の長手方向の長さＬ２は、たとえば５ｍであ
る。地面ｇから架台４０における太陽光発電パネル１２の取付部までの高さＬｈは、たと
えば５ｍである。連結部本体２７の断面の形状は、たとえば正方形であり、一辺の長さＬ
３は、たとえば０．４ｍである。
【００４５】
　図４は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電パネルにおける太陽光発電モジュ
ールの構成を示す図である。図５は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電パネル
における太陽光発電モジュールの、図４におけるＶ－Ｖ線に沿う断面を示す断面図である
。
【００４６】
　図４および図５を参照して、発電モジュール１０は、筐体１３と、複数の発電素子１４
と、ＦＰＣ（フレキシブルプリント基板：Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｐｒｉｎｔｅｄ　Ｃｉｒｃ
ｕｉｔｓ）１５と、受光部１７とを備える。受光部１７は、複数のフレネルレンズ１６を
含む。ＦＰＣ１５は、導電部１８を含む。
【００４７】
　受光部１７は、上側の主表面である主表面Ｆｏにおいて太陽光を受ける。受光部１７に
おいて、フレネルレンズ１６は、たとえば正方格子状に配置されている。具体的には、各
フレネルレンズ１６は、互いに隣接するフレネルレンズ１６の中心同士の距離が等しくな
るように配置されている。フレネルレンズ１６は、受光部１７の主表面Ｆｏに対して垂直
に到来する太陽光を発電素子１４へ収束させる。受光部１７は、筐体１３の底部に対して
間隔を空けてかつ平行になるように固定されている。
【００４８】
　各発電素子１４は、対応のフレネルレンズ１６の光軸上に位置し、対応のフレネルレン
ズ１６によって収束された太陽光を受けて、受光量に応じた電力を生成する。
【００４９】
　また、発電素子１４は、帯状のＦＰＣ１５に実装されている。ＦＰＣ１５において隣接
する発電素子１４同士は、たとえば、ＦＰＣ１５の含む導電部１８によって直列に接続さ
れる。各発電素子１４において発生した電力は、導電部１８を通して発電モジュール１０
の外部に出力される。
【００５０】
　フレネルレンズ１６のサイズは、たとえば５０ｍｍ×５０ｍｍである。また、発電素子
１４のサイズは、たとえば３．２ｍｍ×３．２ｍｍである。
【００５１】
　ここで、たとえば、図２に示す受光面ＦＬＡは、発電部１１Ａの各発電モジュール１０
における受光部１７の、上側の主表面である主表面Ｆｏの集合である。なお、主表面Ｆｏ
は、平坦であってもよいし、凹凸を有していてもよい。
【００５２】
　図６は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電パネルにおける片持ち梁の構成を
詳細に示す図である。図７は、図６に示す片持ち梁を反対側から見た構成を詳細に示す図
である。図８は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電パネルにおける片持ち梁の
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、図６におけるＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線に沿う断面を示す断面図である。
【００５３】
　図６～図８を参照して、片持ち梁３０は、調整板部５と、梁側上固定部１３１Ｆ，１３
１Ｒと、梁側下固定部１３２Ｆ，１３２Ｒとを含む。また、片持ち梁３０は、肉抜き穴３
３Ａ～３３Ｆを有する。梁側上固定部１３１Ｆ，１３１Ｒは、取付穴３１Ｆ，３１Ｒをそ
れぞれ有する。梁側下固定部１３２Ｆ，１３２Ｒは、取付穴３２Ｆ，３２Ｒをそれぞれ有
する。調整板部５は、たとえばタップ溝の設けられた調整ボルト穴３４を有する。
【００５４】
　片持ち梁３０は、たとえばテーパー形状を有するリップ溝形鋼である。肉抜き穴３３Ａ
～３３Ｆは、たとえば、軽量化のために設けられている。調整板部５は、片持ち梁３０の
、連結部本体２７の短手方向に対する角度を調整するために設けられている。
【００５５】
　図９は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電パネルにおける連結部の梁取付部
の構成を詳細に示す図である。
【００５６】
　図９を参照して、梁取付部２３は、上側固定部２１Ｒ，２１Ｆと、下側固定部２２Ｒ，
２２Ｆと、図示しないボルトＢ１，Ｂ２と、図示しないナットＮ１，Ｎ２とを含む。上側
固定部２１Ｒ，２１Ｆは、取付穴６１Ｒ，６１Ｆをそれぞれ有する。下側固定部２２Ｒ，
２２Ｆは、取付穴６２Ｒ，６２Ｆをそれぞれ有する。
【００５７】
　取付穴６１Ｒ，６１Ｆ，６２Ｒ，６２Ｆの各々は、たとえば、ボルトＢ１，Ｂ２のねじ
径よりもある程度大きい穴径を有している。
【００５８】
　梁取付部２３における上側固定部２１Ｒ，２１Ｆおよび下側固定部２２Ｒ，２２Ｆは、
発電部１１具体的には発電部１１における片持ち梁３０を固定可能である。
【００５９】
　図１０は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電パネルの側面図である。図１１
は、図１０に示す太陽光発電パネルにおける連結部および片持ち梁の平面図である。図１
２は、図１０に示す太陽光発電パネルにおける連結部および片持ち梁の下面図である。
【００６０】
　図１０～図１２を参照して、太陽光発電パネル１２は、複数のヒンジ部３６を含む。ヒ
ンジ部３６は、片持ち梁３０における梁側上固定部１３１Ｆ，１３１Ｒおよび梁側下固定
部１３２Ｆ，１３２Ｒと、当該片持ち梁３０に対応して設けられた梁取付部２３とを含む
。
【００６１】
　発電部１１Ａおよび発電部１１Ｂは、上側固定部２１Ｒ，２１Ｆおよび下側固定部２２
Ｒ，２２Ｆによって固定されている。
【００６２】
　具体的には、片持ち梁３０Ａ１および片持ち梁３０Ｂ１の各々が、対応の梁取付部２３
において、上側固定部２１Ｆおよび下側固定部２２Ｆと、上側固定部２１Ｒおよび下側固
定部２２Ｒとに挟まれている。
【００６３】
　ボルトＢ１が、取付穴６１Ｆ、片持ち梁３０における取付穴３１Ｆ，３１Ｒおよび取付
穴６１Ｒをこの順番で通過し、ナットＮ１により留められている。
【００６４】
　ボルトＢ２が、取付穴６２Ｆ、片持ち梁３０における取付穴３２Ｆ，３２Ｒおよび取付
穴６２Ｒをこの順番で通過し、ナットＮ２により留められている。
【００６５】
　また、図示しない片持ち梁３０Ａ２，３０Ａ３，３０Ｂ２，３０Ｂ３も、同様に、対応
の梁取付部２３において連結部２０に固定される。
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【００６６】
　受光面ＦＬＡおよび受光面ＦＬＢは、同じ方向を向いている。以下、太陽光発電パネル
１２において、受光面ＦＬＡおよび受光面ＦＬＢが同一方向を向くように発電部１１Ａお
よび発電部１１Ｂが配置されている状態における、発電部１１Ａおよび発電部１１Ｂの位
置を受光位置とも称する。
【００６７】
　発電部１１Ａおよび発電部１１Ｂが受光位置にある場合において、ヒンジ部３６におけ
る梁取付部２３の上側固定部２１Ｒおよび下側固定部２２Ｒは、たとえば、発電部１１Ａ
の厚み方向に沿って位置している。また、上側固定部２１Ｆおよび下側固定部２２Ｆも同
様に、発電部１１Ａの厚み方向に沿って位置している。
【００６８】
　ヒンジ部３６における、発電部１１Ａ，１１Ｂの受光面ＦＬＡおよび受光面ＦＬＢと反
対の面側の固定部、つまり各下側固定部２２Ｆおよび各下側固定部２２Ｒは、発電部１１
Ａ，１１Ｂの固定された状態を解除することができる。
【００６９】
　たとえば、太陽光発電パネル１２は、各ボルトＢ２および各ナットＮ２を取り外すこと
によって折り畳むことができる。そして、太陽光発電パネル１２は、その後、再び元の形
状に戻ることができる。
【００７０】
　具体的には、各ボルトＢ２および各ナットＮ２を取り外すことにより、発電部１１Ａ，
１１Ｂは、対応のボルトＢ１を回転軸として回動することができる。これにより、発電部
１１Ａ，１１Ｂは、受光面ＦＬＡおよび受光面ＦＬＢが対向する位置を取ることができる
。
【００７１】
　以下、太陽光発電パネル１２において、受光面ＦＬＡおよび受光面ＦＬＢが互いに対向
するように発電部１１Ａおよび発電部１１Ｂが配置されている状態における、発電部１１
Ａおよび発電部１１Ｂの位置を折り畳み位置とも称する。
【００７２】
　発電部１１Ａ，１１Ｂは、受光位置から折り畳み位置へ回動した後、逆方向に回動して
受光位置へ戻ることができる。
【００７３】
　図１３は、本発明の第１の実施の形態における太陽光発電パネルの、ボルトＢ２を取り
外した状態を示す側面図である。
【００７４】
　図１３を参照して、ヒンジ部３６は、対応の発電部１１を回動可能に支持している。具
体的には、梁取付部２３にボルトＢ１および図示しないナットＮ１が取り付けられている
。より具体的には、ボルトＢ１が、上側固定部２１Ｆにおける図示しない取付穴６１Ｆ、
片持ち梁３０における図示しない取付穴３１Ｆ，３１Ｒおよび上側固定部２１Ｒにおける
図示しない取付穴６１Ｒをこの順番で通過し、ナットＮ１によって留められている。一方
、ボルトＢ２およびナットＮ２は、取り付けられていない。
【００７５】
　この状態においては、ボルトＢ１、ナットＮ１、梁取付部２３における上側固定部２１
Ｆ、片持ち梁３０における梁側上固定部１３１Ｆ，１３１Ｒ、および梁取付部２３におけ
る上側固定部２１Ｒがヒンジ部を構成している。
【００７６】
　この状態において片持ち梁３０Ａ１は、矢印Ａｍａに示すように、対応の梁取付部２３
におけるボルトＢ１を回転軸として回動することができる。また、片持ち梁３０Ｂ１は、
矢印Ａｍｂに示すように、対応の梁取付部２３におけるボルトＢ１を回転軸として回動す
ることができる。
【００７７】
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　図１４は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電パネルにおける発電部が折り畳
み位置にある状態を示す側面図である。
【００７８】
　図１４を参照して、折り畳み位置において、発電部１１Ａおよび発電部１１Ｂは、受光
面ＦＬＡおよび受光面ＦＬＢが対向するように位置している。後述する押ボルト４の先端
が各片持ち梁３０から突き出ている。具体的には、押ボルト４は、発電部１１Ａ，１１Ｂ
が受光位置を取る場合における片持ち梁３０の連結部２０側の端部である端部Ｅｄから突
出している。
【００７９】
　発電部１１Ａおよび発電部１１Ｂが折り畳み位置を取る太陽光発電パネル１２の、片持
ち梁３０の長手方向の長さＬｆ１は、たとえば、約２．７メートルである。
【００８０】
　図１５は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電装置における調整機構について
説明するための図である。
【００８１】
　図１５は、図８に示す断面に、太陽光発電パネル１２における他の部分を含めた断面を
示している。
【００８２】
　図１５を参照して、太陽光発電パネル１２は、調整機構（復元機構）８を含む。調整機
構８は、片持ち梁３０に設けられた調整板部５と、押ボルト４と、ナット６とを含む。
【００８３】
　調整板部５は、図８において説明したように、タップ溝の設けられた調整ボルト穴３４
を有する。押ボルト４は、調整ボルト穴３４に嵌められている。ナット６は、押ボルト４
の頭部および調整板部５の間に設けられている。
【００８４】
　調整機構８は、片持ち梁３０の、連結部２０の短手方向に対する角度を調整するために
設けられたネジ機構であり、片持ち梁３０に固定されている。具体的には、たとえば、片
持ち梁３０における調整板部５は、溶接等によって片持ち梁３０に固定されている。
【００８５】
　ここでは、発電部１１Ａ，１１Ｂは、受光位置にある。調整機構８における押ボルト４
の先端が連結部本体２７に当接している。この状態において、調整機構８は、たとえば発
電部１１Ａおよび連結部本体２７の距離、具体的には、片持ち梁３０に固定された調整板
部５および連結部本体２７の距離を調節することができる。
【００８６】
　より具体的には、押ボルト４の先端が連結部本体２７に当接している状態において、押
ボルト４を回転させることにより、調整板部５と連結部２０との距離Ｄ２をたとえば大き
くすることができる。
【００８７】
　このとき、取付穴３１Ｒ等を貫通しているボルトＢ１および連結部２０の距離Ｄ１はほ
とんど変化しないため、片持ち梁３０は、矢印Ａａｄに示すように、ボルトＢ１を回転軸
として発電モジュール１０の方向へ回転する。各片持ち梁３０における押ボルト４は、ナ
ット６により固定される。
【００８８】
　各片持ち梁３０における調整機構８を調節することにより、受光面ＦＬＡおよび受光面
ＦＬＢを狂いのない理想的な平面に近づけ、かつ、発電部１１Ａおよび発電部１１Ｂが受
光位置にある場合における受光面ＦＬＡおよび受光面ＦＬＢを、正確に同じ方向へ向ける
ことができる。
【００８９】
　また、調整機構８は、たとえば調整後の発電部１１Ａおよび連結部本体２７の距離、具
体的には、調整板部５および連結部本体２７の距離を記憶する。たとえば、発電部１１Ａ
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，１１Ｂを、受光位置から折り畳み位置に回動させた後、発電部１１Ａ，１１Ｂを受光位
置へ向けて回動させる。この場合、押ボルト４が、連結部本体２７に当接することにより
、発電部１１Ａ，１１Ｂの回動を止める。
【００９０】
　押ボルト４が発電部１１Ａ，１１Ｂの回動を止めた位置において、調整板部５および連
結部本体２７の距離は、発電部１１Ａ，１１Ｂを受光位置から折り畳み位置へ回動させる
前と同じである。そして、これにより、発電部１１Ａ，１１Ｂの取る位置は、折り畳み位
置へ回動する前の位置と同じになる。つまり、調整機構８は、発電部１１Ａ，１１Ｂの受
光位置を復元することができる。
【００９１】
［太陽光発電装置の組み立て］
　次に、太陽光発電装置１０１の組み立てについて説明する。
【００９２】
　図１６は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電装置の組み立て手順の一例を定
めたフローチャートである。
【００９３】
　図１６を参照して、まず、各片持ち梁３０を連結部２０に取り付ける（ステップＳ１１
）。具体的には、各片持ち梁３０を連結部２０に回動可能に取り付ける。
【００９４】
　図１７は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電パネルにおける片持ち梁が連結
部に回動可能に取り付けられた状態を示す側面図である。
【００９５】
　図１７を参照して、片持ち梁３０Ａ１および片持ち梁３０Ｂ１の各々が、対応の梁取付
部２３において連結部２０に取り付けられている。具体的には、片持ち梁３０Ａ１および
片持ち梁３０Ｂ１の各々が、対応の梁取付部２３において、上側固定部２１Ｆおよび下側
固定部２２Ｆと、図示しない上側固定部２１Ｒおよび図示しない下側固定部２２Ｒとに挟
まれている。ボルトＢ１が、上側固定部２１Ｆにおける図示しない取付穴６１Ｆ、片持ち
梁３０における図示しない取付穴３１Ｆ，３１Ｒおよび上側固定部２１Ｒにおける図示し
ない取付穴６１Ｒをこの順番で通過し、図示しないナットＮ１によって留められている。
ここで、ボルトＢ１は、たとえばナットＮ１によって仮止めされた状態である。
【００９６】
　この状態において片持ち梁３０Ａ１は、矢印Ａｒａに示すように、対応の梁取付部２３
におけるボルトＢ１を回転軸として回動することができる。また、片持ち梁３０Ｂ１は、
矢印Ａｒｂに示すように、対応の梁取付部２３におけるボルトＢ１を回転軸として回動す
ることができる。
【００９７】
　再び図１６を参照して、次に、各片持ち梁３０の上部に架け渡し部３５を取り付け、取
り付けた架け渡し部３５の上部に発電モジュール１０を取り付ける（ステップＳ１２）。
【００９８】
　図１８は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電パネルの斜視図である。
【００９９】
　図１８を参照して、片持ち梁３０の上部に図示しない架け渡し部３５が取り付けられ、
架け渡し部３５の上部に発電モジュール１０が取り付けられている。
【０１００】
　再び図１６を参照して、次に、受光面ＦＬＡおよび受光面ＦＬＢの調整を行う（ステッ
プＳ１３）。たとえば、上述のような工程によって組み立てられた直後の太陽光発電パネ
ル１２においては、受光面ＦＬＡおよび受光面ＦＬＢが正確に同じ方向を向いていない場
合がある。また、たとえば各片持ち梁３０等の寸法のばらつきによって、各片持ち梁３０
における、発電モジュール１０側の面の傾きが発電モジュール１０間で異なり、発電部１
１Ａの受光面ＦＬＡおよび発電部１１Ｂの受光面ＦＬＢの理想平面からの狂いが大きい場
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合がある。
【０１０１】
　このような状態の太陽光発電パネル１２を太陽光発電装置１０１に用いた場合、太陽光
発電装置１０１の発電効率が極端に低くなることがある。具体的には、たとえば、受光面
ＦＬＡおよび受光面ＦＬＢの方向が太陽の方向に対して２°ずれると、発電効率は半分程
度になる。
【０１０２】
　そこで、受光面ＦＬＡおよび受光面ＦＬＢを狂いのない理想的な平面に近づけ、かつ受
光面ＦＬＡおよび受光面ＦＬＢが同一方向を向くように、各片持ち梁３０の傾きの調整つ
まり受光面ＦＬＡおよび受光面ＦＬＢの調整を行う。
【０１０３】
　具体的には、たとえば、図１８に示す受光面ＦＬＡおよび受光面ＦＬＢの各々における
複数の箇所に水準器を当てつつ、各片持ち梁３０における調整機構８の押ボルト４を回転
させることによって片持ち梁３０の角度を調整し、受光面ＦＬＡの全体および受光面ＦＬ
Ｂの全体が水平になるようにする。各片持ち梁３０における押ボルト４は、調整後の位置
において、ナット６により固定される。
【０１０４】
　なお、受光面ＦＬＡおよび受光面ＦＬＢの調整つまり各片持ち梁３０の角度の調整は、
架け渡し部３５に発電モジュール１０を取り付ける前に行ってもよいし、片持ち梁３０に
架け渡し部３５を取り付ける前に行ってもよい。
【０１０５】
　また、各片持ち梁３０の角度の調整は、架け渡し部３５に発電モジュール１０を取り付
ける前、片持ち梁３０に架け渡し部３５を取り付ける前、および架け渡し部３５に発電モ
ジュール１０を取り付けた後の全部のタイミングで行ってもよい。
【０１０６】
　次に、発電部１１Ａ，１１Ｂを回動し、発電部１１Ａ，１１Ｂに折り畳み位置を取らせ
る（ステップＳ１４）。具体的には、たとえば図１３に示す状態にある発電部１１Ａ，１
１Ｂを、対応のボルトＢ１を回転軸として回動させ、図１４に示す状態にする。
【０１０７】
　発電部１１Ａおよび発電部１１Ｂが折り畳み位置を取ることにより、太陽光発電パネル
１２はコンパクトになる。具体的には、発電部１１Ａおよび発電部１１Ｂが受光位置を取
る太陽光発電パネル１２の、片持ち梁３０の長手方向の長さＬ１がたとえば５ｍであるの
に対して、発電部１１Ａおよび発電部１１Ｂが折り畳み位置を取る太陽光発電パネル１２
の、片持ち梁３０の長手方向の長さＬｆ１は、たとえば、約２．７メートルとなる。ステ
ップＳ１１～Ｓ１４の動作は、たとえば、工場において行われる。
【０１０８】
　次に、発電部１１Ａ，１１Ｂが折り畳み位置を取る太陽光発電パネル１２を太陽光発電
装置１０１の設置現場へ運搬する（ステップＳ１５）。
【０１０９】
　図１９は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電パネルがトラックによって運搬
されている状態を示す図である。
【０１１０】
　図１９を参照して、太陽光発電パネル１２において発電部１１Ａおよび発電部１１Ｂは
折り畳み位置にある。発電部１１Ａおよび発電部１１Ｂが折り畳み位置にあることにより
、たとえばトラックの荷台Ｃａからの太陽光発電パネル１２の高さを低くすることができ
るため、太陽光発電パネル１２の運搬が容易となる。
【０１１１】
　再び図１６を参照して、次に、太陽光発電装置１０１の設置現場に搬入された太陽光発
電パネル１２をたとえばケーブル（線状部材）５４を用いて吊り上げ、所定位置へ移動さ
せる（ステップＳ１６）。
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【０１１２】
　図２０は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電パネルがクレーン車によって吊
り上げられた状態を示す図である。
【０１１３】
　図２０を参照して、発電部１１Ａ，１１Ｂが折り畳み位置を取る太陽光発電パネル１２
は、クレーン車のフック５２により、ケーブル５４を用いて吊り上げられ、所定位置たと
えば架台４０における可動取付部４７の直上へ運ばれる。
【０１１４】
　具体的には、たとえば、ケーブル５４の一方の端部を発電部１１Ａの先端に取り付け、
ケーブル５４の他方の端部を発電部１１Ｂの先端に取り付ける。フック５２をケーブル５
４の中央辺りに掛けて、太陽光発電パネル１２を吊り上げる。そして、吊り上げた太陽光
発電パネル１２を可動取付部４７の直上へ移動させる。
【０１１５】
　再び図１６を参照して、次に、太陽光発電パネル１２を架台４０に取り付け（ステップ
Ｓ１７）、発電部１１Ａ，１１Ｂを回動させることにより、発電部１１Ａ，１１Ｂに受光
位置を取らせる（ステップＳ１８）。
【０１１６】
　図２１は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電パネルの架台への取付けおよび
各発電部の受光位置への回動を示す図である。
【０１１７】
　図２１を参照して、太陽光発電パネル１２を、クレーン車のフック５２から吊り下げら
れた状態のまま、架台４０に取り付ける（状態Ｐ１）。具体的には、たとえば、太陽光発
電パネル１２の連結部２０を架台４０の可動取付部４７に取り付ける。ここでは、連結部
本体２７は、可動取付部４７に単に載置されてもよい。
【０１１８】
　次に、ケーブル５４の張りを緩めることにより、発電部１１Ａ，１１Ｂに受光位置を取
らせる（状態Ｐ２および状態Ｐ３）。具体的には、太陽光発電パネル１２を吊り下げてい
るフック５２を下げることにより、発電部１１Ａ，１１Ｂは、自重で展開する。発電部１
１Ａ，１１Ｂは、受光位置まで展開し、停止する。たとえば図１４に示す調整機構８の押
ボルト４が、連結部本体２７に当接することにより、発電部１１Ａ，１１Ｂの受光位置へ
の回動が停止する。
【０１１９】
　これにより、発電部１１Ａ，１１Ｂの位置は、受光面ＦＬＡおよび受光面ＦＬＢの調整
が行われた直後の位置に復元される。
【０１２０】
　再び図１６を参照して、次に、連結部２０の梁取付部２３にボルトＢ２およびナットＮ
２を取り付け、発電部１１Ａ，１１Ｂを固定する（ステップＳ１９）。
【０１２１】
　なお、本発明の第１の実施の形態における太陽光発電パネル１２では、片持ち梁３０は
、調整板部５を有する構成としたが、これに限らず、調整板部５を有しない構成であって
もよい。
【０１２２】
　この場合、たとえば、図１４に示す端部Ｅｄが連結部本体２７に当接することにより、
発電部１１Ａ，１１Ｂは、受光位置を取ることができる。
【０１２３】
　また、本発明の第１の実施の形態における太陽光発電パネル１２では、連結部本体２７
の断面の形状は、正方形であるとしたが、これに限らず、たとえば長方形であってもよい
し、円形であってもよい。
【０１２４】
　また、本発明の第１の実施の形態における太陽光発電パネル１２では、片持ち梁３０は
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、ボルトＢ１を回転軸として回動可能であるとしたが、これに限らず、連結部２０の一部
または全部を回転軸として回動可能であればよい。たとえば、連結部本体２７の中心軸を
回転軸として回動可能であってもよい。
【０１２５】
　また、本発明の第１の実施の形態における太陽光発電パネル１２では、調整板部５の調
整ボルト穴３４は、タップ溝を有する構成としたが、これに限らず、タップ溝を有しない
構成であってもよい。たとえば、調整板部５を挟んで２つのナットを設け、これらのナッ
トを締め付けることにより、押ボルト４を固定する構成であってもよい。
【０１２６】
　また、本発明の第１の実施の形態における太陽光発電パネル１２は、発電部１１Ａ，１
１Ｂの２つの発電部１１を含む構成であるとしたが、これに限らず、太陽光発電パネル１
２は、発電部１１を３つ以上備える構成であってもよい。この場合、各発電部１１のうち
の少なくともいずれか１組が、受光面の組が対向するように位置する折り畳み位置を取る
ことにより、太陽光発電パネル１２をコンパクトにすることができる。
【０１２７】
　たとえば、太陽光発電パネル１２が、発電部１１Ｃ，１１Ｄ，１１Ｅの３つの発電部１
１と、連結部２０Ｌ，２０Ｍの２つの連結部２０と含む場合において、たとえば連結部２
０Ｌは、発電部１１Ｃと発電部１１Ｄとを連結する。連結部２０Ｍは、発電部１１Ｄと発
電部１１Ｅとを連結する。このような構成において、各発電部１１が折り畳み位置を取る
とき、たとえば、発電部１１Ｃの受光面および発電部１１Ｄの受光面の組が対向し、発電
部１１Ｄの受光面および発電部１１Ｅの受光面の組は、たとえば反対方向を向く。
【０１２８】
　また、本発明の第１の実施の形態における太陽光発電パネル１２では、ヒンジ部３６は
、発電部１１Ａ，１１Ｂが受光位置を取る場合における発電部１１Ａ，１１Ｂの厚み方向
に沿って、２つの固定部、具体的には、たとえば上側固定部２１Ｆおよび下側固定部２２
Ｆを含む構成としたが、これに限定するものではない。
【０１２９】
　たとえば、ヒンジ部３６は、発電部１１Ａ，１１Ｂが受光位置を取る場合における発電
部１１Ａ，１１Ｂの厚み方向に沿って、複数の固定部を含む構成であればよい。
【０１３０】
　たとえば、発電部１１Ａ，１１Ｂが受光位置を取る場合における発電部１１Ａ，１１Ｂ
の厚み方向に沿って、ヒンジ部３６が３つの固定部を含む場合であって、発電部１１Ａ，
１１Ｂに折り畳み位置を取らせる場合、上記３つの固定部のうち、最も上側に位置する固
定部および片持ち梁３０にボルトを通し、当該固定部以外の固定部にはボルトを通さない
。そして、最も上側に位置する固定部に通したボルトを中心軸として、発電部１１Ａ，１
１Ｂを折り畳み位置へ回動させる。
【０１３１】
　［変形例１］
　本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電パネル１２では、調整機構（復元機構）は
発電部１１に固定される構成であるとしたが、これに限定するものではない。たとえば、
調整機構は、発電部１１Ａ，１１Ｂに固定される構成であってもよい。
【０１３２】
　図２２は、図１５に示す調整機構の変形例の構成を示す図である。
【０１３３】
　図２２を参照して、太陽光発電パネル１２は、調整機構（復元機構）９を含む。調整機
構９は、押ボルト４と、ナット６と、連結部本体２７に設けられた調整ボルト穴７とを含
む。ここでは、連結部本体２７は、たとえば中空の部材である。
【０１３４】
　調整機構９は、片持ち梁３０の、連結部２０の短手方向に対する角度を調整するために
設けられたネジ機構であり、連結部本体２７に固定されている。
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【０１３５】
　具体的には、調整ボルト穴７は、タップ溝を有する。調整ボルト穴７には、押ボルト４
が嵌められている。ナット６は、押ボルト４の頭部および調整板部５の間に設けられてい
る。
【０１３６】
　調整機構９における押ボルト４の先端が片持ち梁３０の調整板部５に当接している。こ
こでは、調整板部５は、調整ボルト穴３４を有していないものとする。
【０１３７】
　この状態において、調整機構９は、たとえば発電部１１Ａおよび連結部本体２７の距離
、具体的には、片持ち梁３０の調整板部５および連結部本体２７の距離を調節することが
できる。
【０１３８】
　たとえば、押ボルト４の先端が片持ち梁３０に当接している状態において、押ボルト４
を回転させることにより、調整板部５と連結部２０との距離Ｄｍ２をたとえば大きくする
ことができる。
【０１３９】
　このとき、取付穴３１Ｒ等を貫通しているボルトＢ１および連結部２０の距離Ｄｍ１は
ほとんど変化しないため、片持ち梁３０は、ボルトＢ１を回転軸として、矢印Ａａｄに示
すように発電モジュール１０の方向へ回転する。連結部本体２７における押ボルト４は、
ナット６により固定される。
【０１４０】
　各片持ち梁３０における調整機構９を調節することにより、受光面ＦＬＡおよび受光面
ＦＬＢを狂いのない理想的な平面に近づけ、かつ、発電部１１Ａおよび発電部１１Ｂが受
光位置ある場合における受光面ＦＬＡおよび受光面ＦＬＢを、正確に同じ方向へ向けるこ
とができる。
【０１４１】
　また、調整機構９は、たとえば調整後の発電部１１Ａおよび連結部本体２７の距離、具
体的には、調整板部５および連結部本体２７の距離を記憶する。たとえば、発電部１１Ａ
，１１Ｂを、受光位置から折り畳み位置に回動させた後、発電部１１Ａ，１１Ｂを受光位
置へ向けて回動させる。この場合、押ボルト４が、片持ち梁３０に当接することにより、
発電部１１Ａ，１１Ｂの回動を止める。
【０１４２】
　押ボルト４が発電部１１Ａ，１１Ｂの回動を止めた位置において、調整板部５および連
結部本体２７の距離は、発電部１１Ａ，１１Ｂを折り畳み位置へ回動させる前と同じであ
る。そして、これにより、発電部１１Ａ，１１Ｂの取る位置は、折り畳み位置へ回動する
前の位置と同じになる。つまり、調整機構９は、発電部１１Ａ，１１Ｂの受光位置を復元
することができる。
【０１４３】
　［変形例２］
　本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電パネル１２における発電部１１Ａ，１１Ｂ
は、たとえば運搬される際に受光面ＦＬＡおよび受光面ＦＬＢが対向する折り畳み位置を
取る構成であるとしたが、これに限定するものではない。たとえば、発電部１１Ａ，１１
Ｂは、運搬される際に受光面ＦＬＡおよび受光面ＦＬＢが反対方向を向くように位置する
構成であってもよい。
【０１４４】
　以下、太陽光発電パネル１２において、受光面ＦＬＡおよび受光面ＦＬＢが反対方向を
向くように発電部１１Ａおよび発電部１１Ｂが配置されている状態における、発電部１１
Ａおよび発電部１１Ｂの位置を展開位置とも称する。
【０１４５】
　図２３は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電パネルにおいて、発電部が展開
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位置を取る状態を示す図である。
【０１４６】
　図２３を参照して、ヒンジ部３６は、対応の発電部１１を回動可能に支持している。具
体的には、梁取付部２３にボルトＢ２および図示しないナットＮ２が取り付けられている
。より具体的には、ボルトＢ２が、下側固定部２２Ｆにおける図示しない取付穴６２Ｆ、
片持ち梁３０における図示しない取付穴３２Ｆ，３２Ｒおよび図示しない下側固定部２２
Ｒにおける取付穴６２Ｒをこの順番で通過し、図示しないナットＮ２によって留められて
いる。一方、ボルトＢ１およびナットＮ１は、取り付けられていない。
【０１４７】
　この状態においては、ボルトＢ２、ナットＮ２、梁取付部２３における下側固定部２２
Ｆ、片持ち梁３０における梁側下固定部１３２Ｆ，１３２Ｒおよび梁取付部２３における
下側固定部２２Ｒがヒンジ部を構成している。
【０１４８】
　太陽光発電パネル１２は、発電部１１Ａ，１１Ｂが展開位置を取る状態でたとえば太陽
光発電装置１０１の設置現場へ運搬される。
【０１４９】
　図２４は、図２３に示す太陽光発電パネルがクレーン車によって吊り上げられた状態を
示す図である。
【０１５０】
　図２４を参照して、発電部１１Ａ，１１Ｂが折り畳み位置を取る太陽光発電パネル１２
は、クレーン車のフック５２により、ケーブル５４を用いて吊り上げられ、所定位置、た
とえば架台４０における可動取付部４７の直上へ運ばれる。
【０１５１】
　具体的には、たとえば、ケーブル５４の両端部を連結部本体２７に取り付ける。フック
５２をケーブル５４の中央辺りに掛けて、太陽光発電パネル１２を吊り上げる。そして、
吊り上げた太陽光発電パネル１２を可動取付部４７の直上へ移動させる。
【０１５２】
　図２５は、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電パネルの架台への取付けおよび
各発電部の受光位置への回動を示す図である。
【０１５３】
　図２５を参照して、太陽光発電パネル１２の連結部本体２７を架台４０の可動取付部４
７に取り付ける（状態Ｐ１１）。
【０１５４】
　次に、たとえば発電部１１Ａの先端にケーブル５４を取り付け、フック５２により引き
上げることにより発電部１１Ａを受光位置まで回動させる（状態Ｐ１２）。そして、梁取
付部２３にボルトＢ１およびナットＮ１を取り付け、発電部１１Ａを固定する。
【０１５５】
　次に、たとえば発電部１１Ｂの先端にケーブル５４を取り付け、フック５２により引き
上げることによって発電部１１Ｂを受光位置まで回動させる（状態Ｐ１３）。そして、梁
取付部２３にボルトＢ１およびナットＮ１を取り付け、発電部１１Ｂを固定する。
【０１５６】
　ここで、図２４において、発電部１１Ａ，１１Ｂは、連結部２０の側方から垂下した状
態である。このため、連結部２０を可動取付部４７に取り付けるためには、連結部２０が
可動取付部４７の直上に位置する程度にフック５２を上げればよい。
【０１５７】
　一方、図２０および図２１に示す、太陽光発電パネル１２の架台４０への取付方法では
、可動取付部４７の高さに、吊り上げられた太陽光発電パネル１２の上下方向の長さを加
えた高さより、さらに高い位置までフック５２を上げる必要がある。
【０１５８】
　このことから、発電部１１Ａ，１１Ｂに展開位置を取らせる構成は、たとえば、設置現
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場において大きなクレーン車を調達できない場合、または設置現場の環境によってたとえ
ばフック５２を高い位置まで上げることができない場合において、太陽光発電パネル１２
を架台４０に取り付けるときに有用である。
【０１５９】
　ところで、集光型の太陽光発電パネルは、たとえば、数十個の発電モジュールおよび各
発電モジュールを並べて固定するためのフレームを含む。また、太陽光発電パネルにおけ
る受光面は、たとえば、各辺が数メートルの方形である。このため、太陽光発電装置を設
置する場合に、組み立てた状態の太陽光発電パネルをトラック等によって工場から設置現
場に運搬することは困難である。したがって、太陽光発電パネルは設置現場において組み
立てられる場合が多い。
【０１６０】
　しかしながら、設置現場において太陽光発電パネルを組み立てる場合、工場で組み立て
る場合に比べて、長い作業時間が必要となることが多いため作業コストが増大する。また
、太陽光発電パネルの組み立てにおいては、クレーン等の機材を用いる工程が多いため、
機材の調達コストも増大する。
【０１６１】
　これに対して、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電パネルでは、発電部１１Ａ
，１１Ｂの各々が、受光量に応じた電力を生成する複数の発電素子１４を含み、受光面を
有する。連結部２０は、各発電部１１を連結する。発電部１１は、連結部２０を回転軸と
して回動可能に連結される。各発電部１１は、回動することにより、受光面ＦＬＡおよび
受光面ＦＬＢが同一方向を向くように各発電部１１が位置する受光位置と、受光面ＦＬＡ
および受光面ＦＬＢが対向するように各発電部１１が位置する折り畳み位置とを取ること
が可能である。
【０１６２】
　このような構成により、各発電部１１を折り畳み位置に配置することで太陽光発電パネ
ル１２をコンパクトにすることができるため、たとえば、工場において組み立てられた太
陽光発電パネル１２を、各発電部１１を折り畳み位置に配置した状態でトラック等に積載
し、太陽光発電装置１０１の設置現場へ搬入することができる。そして、設置現場におい
ては、搬入された太陽光発電パネル１２の各発電部１１を折り畳み位置から受光位置へ回
動させることにより、太陽光発電パネル１２を、各発電部１１が太陽光を受光可能な形状
に容易に変形させることができる。このため、たとえば、太陽光発電パネル１２を構成す
る各部品を設置現場へ搬入し、当該設置現場において太陽光発電パネル１２を組み立てる
場合に比べて、設置現場における作業工程を減らし、作業時間を短くすることができる。
【０１６３】
　また、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電装置の製造方法では、太陽光発電パ
ネル１２における発電部１１を回動させることにより、各発電部１１に、受光面ＦＬＡお
よび受光面ＦＬＢが対向するように位置する折り畳み位置を取らせる。各発電部１１が折
り畳み位置を取る太陽光発電パネル１２を運搬する。運搬した太陽光発電パネル１２をケ
ーブル５４を用いて吊り上げて所定位置へ運ぶ。所定位置においてケーブル５４の張りを
緩めることで発電部１１を回動させることにより、各発電部１１に、受光面ＦＬＡおよび
受光面ＦＬＢが同一方向を向くように位置する受光位置を取らせる。
【０１６４】
　このように、各発電部１１を回動させて折り畳み位置に配置することにより、太陽光発
電パネル１２をコンパクトにすることができるため、たとえば、工場において組み立てら
れた太陽光発電パネル１２を、各発電部１１を折り畳み位置に配置した状態でトラック等
に積載し、太陽光発電装置１０１の設置現場へ搬入することができる。これにより、たと
えば、太陽光発電パネルを構成する各部品を設置現場へ搬入し、当該設置現場において太
陽光発電パネルを組み立てる場合に比べて、設置現場における作業工程を減らし、作業時
間を短くすることができる。また、太陽光発電パネル１２を吊り上げているケーブル５４
の張りを緩めることで各発電部１１を受光位置へ回動させることにより、各発電部１１が
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太陽光を受光可能となるように太陽光発電パネル１２を変形させる作業時間を短くするこ
とができる。
【０１６５】
　したがって、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電パネルおよび太陽光発電装置
の製造方法では、設置現場での作業を簡略化することができる。
【０１６６】
　また、太陽光発電パネル１２の組み立て工程をたとえば工場において行うことにより、
太陽光発電装置１０１の設置現場で行う場合に比べて、作業の容易性を高めることができ
る。また、設置現場における作業時間が短くなることにより、天候の影響による太陽光発
電装置１０１の設置工事の遅延を防ぐことができる。
【０１６７】
　また、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電パネルでは、調整機構８は、受光位
置を復元する。
【０１６８】
　このような構成により、たとえば、発電部１１を受光位置から折り畳み位置へ回動させ
て太陽光発電パネル１２を運搬した後、発電部１１を容易に元の位置に戻すことができる
。具体的には、たとえば、発電部１１が受光位置を取っている状態において受光面ＦＬＡ
および受光面ＦＬＢの角度等を調整し、発電部１１を受光位置から折り畳み位置へ回動さ
せた後、発電部１１を、受光位置へ回動させて、受光面ＦＬＡおよび受光面ＦＬＢが調整
された状態に戻すことができる。
【０１６９】
　また、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電パネルでは、ヒンジ部３６は、発電
部１１を回動可能に支持する。たとえば上側固定部２１Ｆおよび下側固定部２２Ｆは、連
結部２０の側方に、受光位置における発電部１１の厚み方向に沿って位置し、発電部１１
を固定可能である。たとえば発電部１１Ａの受光面ＦＬＡと反対の面側の固定部である下
側固定部２２Ｆは、発電部１１Ａの固定された状態を解除することが可能である。
【０１７０】
　このように、太陽光発電パネルがヒンジ部３６を備える構成により、発電部１１を容易
に回動させることができる。また、連結部２０の側方に設けられた固定部を用いて、容易
に、発電部１１を受光位置において固定された状態としたり、発電部１１を回動可能な状
態としたりすることができる。
【０１７１】
　また、本発明の第１の実施の形態に係る太陽光発電パネルでは、各発電部１１は、回動
することにより、さらに、受光面ＦＬＡおよび受光面ＦＬＢが反対方向を向くように各発
電部１１が位置する展開位置を取ることが可能である。
【０１７２】
　このような構成により、太陽光発電パネル１２の運搬方法および設置方法を、使用する
機材または周囲環境等の条件に合わせて柔軟に選択することができる。
【０１７３】
　次に、本発明の他の実施の形態について図面を用いて説明する。なお、図中同一または
相当部分には同一符号を付してその説明は繰り返さない。
【０１７４】
　＜第２の実施の形態＞
　本実施の形態は、第１の実施の形態に係る太陽光発電装置と比べて、発電部を受光位置
に固定する構成の異なる太陽光発電装置に関する。以下で説明する内容以外は第１の実施
の形態に係る太陽光発電装置と同一である。
【０１７５】
　図２６は、本発明の第２の実施の形態に係る太陽光発電装置の斜視図である。図２７は
、図２６に示す太陽光発電パネルから発電モジュールを取り外した状態を示す図である。
【０１７６】
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　図２６および図２７を参照して、太陽光発電装置１０１は、太陽光発電パネル１２と、
架台４０とを備える。太陽光発電パネル１２は、発電部１１Ａ，１１Ｂと、連結部２０と
、図示しない太陽方向センサ２５とを含む。
【０１７７】
　発電部１１Ａは、片持ち梁３０Ａ１，３０Ａ２と、片持ち梁３０Ａ１，３０Ａ２の上部
に取り付けられた８個の架け渡し部３５と、これらの架け渡し部３５の上部に取り付けら
れた４行８列の発電モジュール１０つまり３２個の発電モジュール１０とを含む。
【０１７８】
　発電部１１Ｂは、片持ち梁３０Ｂ１，３０Ｂ２と、片持ち梁３０Ｂ１，３０Ｂ２の上部
に取り付けられた１６個の架け渡し部３５と、これらの架け渡し部３５の上部に並んで取
り付けられた８行４列の発電モジュール１０とを含む。
【０１７９】
　架台４０は、制御盤４１と、支柱４８と、土台４６と、図示しないローテーションヘッ
ド４９と含む。ローテーションヘッド４９は、仰角駆動部４２と、プッシュロッド４４と
、方位角駆動部４５と、可動取付部４７とを含む。
【０１８０】
　連結部２０は、発電部１１Ａおよび発電部１１Ｂを連結している。具体的には、連結部
２０は、たとえば、柱状であり、自己の長手方向に対して垂直な方向に並んで位置する発
電部１１Ａ，１１Ｂを連結している。
【０１８１】
　連結部２０は、連結部本体２７と、４つの梁取付部２３と、２つの突出部２８と、４つ
の支え部材（復元機構）７９を含む。連結部２０において、梁取付部２３は、連結部本体
２７の側面Ｆｓ１および側面Ｆｓ１の反対側の側面である側面Ｆｓ２に２つずつ設けられ
ている。片持ち梁３０Ａ１，３０Ａ２は、側面Ｆｓ１に設けられた２つの梁取付部２３の
それぞれにおいて連結部本体２７に取り付けられている。片持ち梁３０Ｂ１，３０Ｂ２は
、側面Ｆｓ２に設けられた２つの梁取付部２３のそれぞれにおいて連結部本体２７に取り
付けられている。
【０１８２】
　片持ち梁３０Ａ１および片持ち梁３０Ｂ１は、同一平面に沿って位置している。片持ち
梁３０Ａ２および片持ち梁３０Ｂ２は、同一平面に沿って位置している。
【０１８３】
　突出部２８は、連結部本体２７から下方に伸びた部材であり、片持ち梁３０Ａ１および
片持ち梁３０Ｂ１の組、ならびに片持ち梁３０Ａ２および片持ち梁３０Ｂ２の組に対応し
て設けられている。支え部材７９は、たとえば棒状の部材であり、ある程度の剛性を有す
る。支え部材７９の第１端部は、突出部２８に固定されており、支え部材７９における第
１端部の反対側の第２端部は、発電部１１具体的には発電部１１における片持ち梁３０に
固定されている。この状態において、支え部材７９は、片持ち梁３０を片持ち梁３０の長
手方向に対して斜めに支持している。
【０１８４】
　架け渡し部３５は、棒状の部材であり、片持ち梁３０の上部に設けられている。詳細に
は、片持ち梁３０Ａ１の上部に８個の架け渡し部３５の一方の端部が取り付けられ、これ
らの架け渡し部３５の他方の端部が３０Ａ２の上部に取り付けられている。
【０１８５】
　また、片持ち梁３０Ｂ１の上部に８個の架け渡し部３５の一方の端部が取り付けられ、
これらの架け渡し部３５の他方の端部が３０Ｂ２の上部に取り付けられている。
【０１８６】
　図２８は、本発明の第２の実施の形態に係る太陽光発電パネルにおける片持ち梁の構成
を詳細に示す図である。
【０１８７】
　図２８を参照して、片持ち梁３０は、梁側固定部１３７および梁側取付部（第２の固定
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部）３８を含む。梁側固定部１３７は、貫通穴３７を有する。梁側取付部３８は、梁側取
付穴１６３を有する。片持ち梁３０は、たとえば角柱状の部材である。貫通穴３７は、自
己の片持ち梁３０を連結部２０に取り付けるために設けられている。
【０１８８】
　梁側取付部３８は、支え部材７９の第２端部を固定可能である。具体的には、梁側取付
部３８における梁側取付穴１６３に、支え部材７９の第２端部を固定することができる。
貫通穴３７および梁側取付穴１６３は、片持ち梁３０の長手方向においてある程度の距離
を隔てて設けられている。
【０１８９】
　図２９は、本発明の第２の実施の形態に係る太陽光発電パネルにおける連結部の構成を
詳細に示す図である。
【０１９０】
　図２９を参照して、連結部２０において、梁取付部２３は、回動支持部２４Ｆ，２４Ｒ
と、図示しないボルトＢ１と、図示しないナットＮ１とを含む。回動支持部２４Ｒ，２４
Ｆは、取付穴６４Ｒ，６４Ｆをそれぞれ有する。
【０１９１】
　突出部２８は、突出部本体１２８と、２つの連結側取付部（第１の固定部）１２９とを
含む。連結側取付部１２９は、連結側取付穴１６８を有する。突出部本体１２８は、連結
部本体２７から下方へ伸びる柱状の部材である。２つの連結側取付部１２９は、突出部本
体１２８の側面に、連結部本体２７の短手方向に沿って設けられている。
【０１９２】
　連結側取付部１２９は、支え部材７９の第１端部を固定可能である。具体的には、連結
側取付部１２９における連結側取付穴１６８に支え部材７９の第１端部を固定することが
できる。梁取付部２３および連結側取付穴１６８は、突出部本体１２８の長手方向におい
てある程度の距離を隔てて設けられている。
【０１９３】
　図３０は、本発明の第２の実施の形態に係る太陽光発電パネルの側面図である。
【０１９４】
　図３０を参照して、太陽光発電パネル１２は、複数のヒンジ部３６を含む。ヒンジ部３
６は、片持ち梁３０における梁側固定部１３７と、当該片持ち梁３０に対応して設けられ
た梁取付部２３とを含む。
【０１９５】
　ヒンジ部３６は、対応の発電部１１を回動可能に支持している。一方、支え部材７９は
、発電部１１Ａ，１１Ｂを受光位置において固定している。具体的には、支え部材７９は
、ヒンジ部３６を用いた発電部１１Ａ，１１Ｂの回動を抑止する。
【０１９６】
　より具体的には、支え部材７９の第１端部が連結側取付部１２９の連結側取付穴１６８
に取り付けられており、支え部材７９の第２端部が梁側取付部３８の梁側取付穴１６３に
取り付けられている。
【０１９７】
　発電部１１Ａ，１１Ｂは、支え部材７９が梁側取付部３８および連結側取付部１２９に
固定された状態において受光位置を取っている。
【０１９８】
　支え部材７９は、２つのロッド７１と、２つのロッド着脱部７２と、長さ調整部７３と
を含む。各ロッド７１の第１端部には、支え部材７９を梁側取付穴１６３および連結側取
付穴１６８に取り付けるためのロッド着脱部７２が取り付けられている。ロッド着脱部７
２は、たとえばタイロッドである。
【０１９９】
　各ロッド７１における第１端部の反対側の第２端部つまりロッド着脱部７２が取り付け
られていない側の端部同士は、長さ調整部７３によって連結されている。各ロッド７１は
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、長さ調整部７３によって全体として直線状に固定されている。
【０２００】
　支え部材７９は、伸縮可能であり、自己の長さＬｈａを調整することができる。具体的
には、長さ調整部７３は、たとえばターンバックルであり、ロッド７１の長手方向を軸と
して回転されることにより、長さＬｈａを変更することができる。つまり、長さ調整部７
３は、梁側取付部３８および連結側取付部１２９の距離、具体的には、梁側取付穴１６３
および連結側取付穴１６８の距離を調整できる。これにより、長さ調整部７３は、たとえ
ば、片持ち梁３０の連結部本体２７の短手方向に対する角度を調整することができる。
【０２０１】
　梁側取付部３８および連結側取付部１２９のいずれか一方または両方は、支え部材７９
の固定された状態を解除することができる。具体的には、梁側取付部３８および連結側取
付部１２９のいずれか一方または両方から支え部材７９を取り外すことができる。たとえ
ば、発電部１１Ａ，１１Ｂに折り畳み位置を取らせる場合に、支え部材７９の固定を解除
する。
【０２０２】
　図３１は、本発明の第２の実施の形態に係る太陽光発電パネルにおける発電部が折り畳
み位置にある状態を示す側面図である。
【０２０３】
　図３１を参照して、折り畳み位置において、発電部１１Ａおよび発電部１１Ｂは、受光
面ＦＬＡおよび受光面ＦＬＢが対向するように位置している。
【０２０４】
　発電部１１Ａ，１１Ｂに再び受光位置を取らせる場合、折り畳み位置にある発電部１１
Ａ，１１Ｂを受光位置の方へ回動させ、梁側取付穴１６３および連結側取付穴１６８に支
え部材７９を取り付ける。これにより、発電部１１Ａ，１１Ｂは、受光位置において固定
される。つまり、支え部材７９は、発電部１１Ａ，１１Ｂの受光位置を復元することがで
きる。
【０２０５】
　なお、発電部１１Ａ，１１Ｂは、梁側取付部３８および連結側取付部１２９のいずれか
一方または両方から支え部材７９が取り外された状態において、受光面ＦＬＡおよび受光
面ＦＬＢが反対方向を向く展開位置を取ることもできる。
【０２０６】
　［変形例１］
　本発明の第２の実施の形態に係る太陽光発電パネル１２では、支え部材７９（復元機構
）は片持ち梁３０を片持ち梁３０の長手方向に対して斜めに支持する構成であるとしたが
、これに限定するものではない。たとえば、支え部材７９は、片持ち梁３０を片持ち梁３
０の長手方向に対して垂直に支持する構成であってもよい。
【０２０７】
　図３２は、本発明の第２の実施の形態に係る太陽光発電パネルの変形例の構成を示す側
面図である。
【０２０８】
　図３２を参照して、支え部材７９は、片持ち梁３０を下方から垂直に支持している。具
体的には、連結側取付部１２９は、たとえば図３０に示す連結側取付部１２９に比べて、
片持ち梁３０の長手方向に長い構成であり、先端付近に、図示しない連結側取付穴１６８
を有している。連結側取付穴１６８、および梁側取付部３８における図示しない梁側取付
穴１６３は、発電部１１の厚み方向に沿って位置している。支え部材７９の第２端部が梁
側取付穴１６３に固定され、支え部材７９の第１端部が連結側取付穴１６８に固定されて
いる。
【０２０９】
　［変形例２］
　本発明の第２の実施の形態に係る太陽光発電パネル１２では、支え部材７９（復元機構
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）は片持ち梁３０を下方から支持する構成であるとしたが、これに限定するものではない
。たとえば、調整機構は、片持ち梁３０を上方から支持する構成であってもよい。
【０２１０】
　図３３は、本発明の第２の実施の形態に係る太陽光発電パネルの変形例の構成を示す側
面図である。
【０２１１】
　図３３を参照して、支え部材７９は、片持ち梁３０を上方から支持している。具体的に
は、突出部２８は、連結部本体２７から上方へ伸びている。梁側取付部３８は、片持ち梁
３０の上側に設けられている。支え部材７９の第２端部が梁側取付部３８における図示し
ない梁側取付穴１６３に固定され、支え部材７９の第１端部が連結側取付部１２９におけ
る図示しない連結側取付穴１６８に固定されている。
【０２１２】
　なお、支え部材７９が片持ち梁３０を上方から支持する場合、支え部材７９は、ある程
度の剛性を有する棒状の部材に限らず、たとえばケーブル等の部材であってもよい。
【０２１３】
　以上のように、本発明の第２の実施の形態に係る太陽光発電パネルでは、支え部材７９
は、受光位置を復元する。
【０２１４】
　このような構成により、たとえば、発電部１１を受光位置から折り畳み位置へ回動させ
て太陽光発電パネルを運搬した後、発電部１１を容易に元の位置に戻すことができる。具
体的には、たとえば、発電部１１が受光位置を取っている状態において受光面の角度等を
調整し、発電部１１を受光位置から折り畳み位置へ回動させた後、発電部１１を、受光位
置へ回動させて、受光面が調整された状態に戻すことができる。
【０２１５】
　また、本発明の第２の実施の形態に係る太陽光発電パネルでは、ヒンジ部３６は、発電
部１１を回動可能に支持する。第１の固定部である連結側取付部１２９は、支え部材７９
の第１端部を固定可能である。第２の固定部である梁側取付部３８は、支え部材７９の第
２端部を固定可能である。発電部１１は、支え部材７９が連結側取付部１２９および梁側
取付部３８に固定された状態において受光位置を取る。連結側取付部１２９および梁側取
付部３８のいずれか一方または両方は、支え部材７９の固定された状態を解除することが
可能である。
【０２１６】
　このように、太陽光発電パネル１２がヒンジ部３６を備える構成により、発電部１１を
容易に回動させることができる。また、支え部材７９を突出部２８における連結側取付部
１２９および発電部１１における梁側取付部３８に固定することにより、発電部１１を受
光位置に容易に固定することができ、また、支え部材７９を突出部および発電部１１のい
ずれか一方または両方から取り外すことにより、容易に、発電部１１を回動可能な状態と
することができる。
【０２１７】
　また、たとえば、支え部材７９の長さを変更することで、支え部材７９の突出部２８に
おける固定箇所と、支え部材７９の発電部１１における固定箇所との距離を変更すること
ができるため、たとえば受光面ＦＬＡおよび受光面ＦＬＢの角度を調整することができる
。
【０２１８】
　なお、本発明の第１の実施の形態および第２の実施の形態に係る太陽光発電パネル１２
は、集光型の太陽光発電装置における太陽光発電パネルであるとしたが、これに限定する
ものではなく、他の太陽光発電装置における太陽光発電パネルであってもよい。
【０２１９】
　その他の構成および動作は第１の実施の形態に係る太陽光発電装置と同様であるため、
ここでは詳細な説明を繰り返さない。



(25) JP 2016-86465 A 2016.5.19

10

20

30

40

50

【０２２０】
　上記実施の形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべき
である。本発明の範囲は、上記説明ではなく特許請求の範囲によって示され、特許請求の
範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
【０２２１】
　以上の説明は、以下に付記する特徴を含む。
【０２２２】
　［付記１］
　各々が、受光量に応じた電力を生成する複数の発電素子を含み、受光面を有する複数の
発電部と、
　ボルトを含み、各前記発電部を前記ボルトを用いて連結する連結部とを備え、
　前記発電部は、全体として板状であり、
　前記連結部は、柱状であり、
　前記各発電部は、前記連結部の長手方向に対して垂直な方向に並んで位置し、
　前記発電部は、前記連結部の含む前記ボルトを回転軸として回動可能に連結され、
　前記各発電部は、回動することにより、前記各発電部の前記受光面が同一方向を向くよ
うに前記各発電部が位置する受光位置と、前記各発電部の前記受光面の組が対向するよう
に前記各発電部が位置する折り畳み位置とを取ることが可能である、太陽光発電パネル。
【０２２３】
　［付記２］
　各々が、受光量に応じた電力を生成する複数の発電素子を含み、受光面を有する複数の
発電部と、
　ボルトを含み、各前記発電部を前記ボルトを用いて連結する連結部とを含む太陽光発電
パネル、を備える太陽光発電装置の製造方法であって、
　前記発電部は、全体として板状であり、
　前記連結部は、柱状であり、
　前記各発電部は、前記連結部の長手方向に対して垂直な方向に並んで位置し、
　前記発電部は、前記連結部の含む前記ボルトを回転軸として回動可能に連結され、
　前記発電部を回動させることにより、前記各発電部に、前記各発電部の受光面の組が対
向するように位置する折り畳み位置を取らせるステップと、
　前記各発電部が前記折り畳み位置を取る前記太陽光発電パネルを運搬するステップと、
　運搬した前記太陽光発電パネルを線状部材を用いて吊り上げて所定位置へ運ぶステップ
と、
　前記所定位置において前記線状部材の張りを緩めることで前記発電部を回動させること
により、前記各発電部に、前記各発電部の前記受光面が同一方向を向くように位置する受
光位置を取らせるステップとを含む、太陽光発電装置の製造方法。
【符号の説明】
【０２２４】
　４　押ボルト
　５　調整板部
　６，Ｎ１，Ｎ２　ナット
　７，３４　調整ボルト穴
　８，９　調整機構（復元機構）
　１０　発電モジュール
　１１，１１Ａ，１１Ｂ，１１Ｃ，１１Ｄ，１１Ｅ　発電部
　１２　太陽光発電パネル
　１３　筐体
　１４　発電素子
　１５　ＦＰＣ
　１６　フレネルレンズ
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　１７　受光部
　１８　導電部
　２０，２０Ｌ，２０Ｍ　連結部
　２１Ｆ，２１Ｒ　上側固定部
　２２Ｆ，２２Ｒ　下側固定部
　２３　梁取付部
　２４Ｆ，２４Ｒ　回動支持部
　２５　太陽方向センサ
　２７　連結部本体
　２８　突出部
　３０，３０Ａ１，３０Ａ２，３０Ａ３，３０Ｂ１，３０Ｂ２，３０Ｂ３　片持ち梁
　３１Ｆ，３１Ｒ，３２Ｆ，３２Ｒ　取付穴
　３３Ａ，３３Ｂ，３３Ｃ，３３Ｄ，３３Ｅ，３３Ｆ　肉抜き穴
　３５　架け渡し部
　３６　ヒンジ部
　３７　貫通穴
　３８　梁側取付部（第２の固定部）
　４０　架台
　４１　制御盤
　４２　仰角駆動部
　４４　プッシュロッド
　４５　方位角駆動部
　４６　土台
　４７　可動取付部
　４８　支柱
　４９　ローテーションヘッド
　５２　フック
　５４　ケーブル
　６１Ｆ，６１Ｒ，６２Ｆ，６２Ｒ，６４Ｆ，６４Ｒ　取付穴
　７１　ロッド
　７２　ロッド着脱部
　７３　調整部
　７９　支え部材（復元機構）
　１０１　太陽光発電装置
　１２８　突出部本体
　１２９　連結側取付部（第１の固定部）
　１３１Ｆ，１３１Ｒ　梁側上固定部
　１３２Ｆ，１３２Ｒ　梁側下固定部
　１３７　梁側固定部
　１６３　梁側取付穴
　１６８　連結側取付穴
　Ｂ１，Ｂ２　ボルト
　Ｃａ　荷台
　Ｅｄ　端部
　ＦＬＡ　受光面
　ＦＬＢ　受光面
　Ｆｂ　下面
　Ｆｏ　主表面
　Ｆｓ１　側面
　Ｆｓ２　側面
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